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全員協議会資料 
 

（令和４年６月１６日） 
 

 

 

 

（協議案件） 

② 大沼野営場の管理について 
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大沼野営場の管理について 

 

１ 施設の概要 

（１）名  称 大沼野営場（大沼フィッシングパーク） 

（２）所  在 厚真町字鯉沼番外地  

（３）用  途 都市公園（風致公園） 

（４）供用開始 昭和６０年９月１０日 

（５）面  積 ５５，５００㎡（筆内総面積１９０，２０６㎡） 

（６）主要施設 管理棟、トイレ、炊事場、町所有電柱 

 

２ 施設管理の状況 

（１）管 理 者 厚真町（産業経済課）  

（２）管 理 人  ２名体制（主・副） 

        混雑時は、町職員が臨時で対応する。 

（３）営業期間 ４月末（ＧＷ連休前）から１０月末まで 

（４）勤務時間 １日４～６時間体制（混雑具合により変動） 

（５）業務内容 ア 施設内の清掃 

        イ 料金の徴収 

        ウ 草刈業務 

（６）料金体制 

 厚真町野営場設置条例第３条（以下「設置条例」という。）に基づき、野営場

を使用する者から使用料を徴収している。 

 

【設置条例第３条別表抜粋】 

種別 使用区分 区分 使用料（円） 使用時間等 

・持ち込みテント

又はタープ 

・キャンピングカ

ーを含む車中泊 

（他テント１張可） 

１泊 

（１張又 

は１台） 

町外 520 
午後 3時から 

午前 10時まで 
町内 310 

テント（貸し出し） 
１泊 

（１張） 

町外 1,050 
同上 

町内 520 

持ち込みテント 

又はタープ 

日帰り 

（１張） 

町外 260 
午前 10時から 

午後 5時まで 
町内 160 

テント（貸し出し） 
日帰り 

（１張） 

町外 520 
同上 

町内 260 

 



3 
 

３ 利用状況について 

（１）利用実績の推移 
ア 町内利用（テント持ち込み３１０円（日帰り１６０円）、テント貸し出し５２０円） 

  ※下記の表は、日帰りと宿泊が混ざった数字 

年度/項目 
持込 

利用張数 
金額 

テント 

貸出数 
金額 収入合計 

Ｈ３０ 3張 930円 - - 930円 

Ｈ３１ 39張 12,090 円 - - 12,090 円 

Ｒ２ 145張 44,950 円 5張 2,600円 47,550 円 

Ｒ３ 242張 62,720円 - - 62,720円 

 

イ 町外利用（テント持ち込み５２０円（日帰り２６０円）、テント貸し出し１，０５０円） 

  ※下記の表は、日帰りと宿泊が混ざった数字 

年度/項目 
持込 

利用張数 
金額 

テント    

貸出数 
金額 収入合計 

Ｈ３０ 355張 184,600 円 10張 10,500 円 195,100 円 

Ｈ３１ 981張 510,120 円 - - 510,120 円 

Ｒ２ 3,595張 1,869,400円 - - 1,869,400円 

Ｒ３ 3,547張 1,632,020円 5張 5,250円 1,637,270円 

 

（件数推移）単位：張          （金額推移）単位：円 

年度/項目 町内利用 町外利用 年度/項目 町内利用 町外利用 

Ｈ３０ 3張 355張 Ｈ３０ 930円 195,100 円 

Ｈ３１ 39張 981張 Ｈ３１ 12,090 円 510,120 円 

Ｒ２ 145張 3,595張 Ｒ２ 47,550 円 1,869,400円 

Ｒ３ 242張 3,547張 Ｒ３ 62,720円 1,637,270円 
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４ 近年の動向 

（１）数年前からのアウトドアブームにより、利用客数が１０倍強になっており、 

町の観光施設として期待ができる施設となっている。 

（２）本施設の指定管理を受けたいという事業者からの声が複数社からあり、 

  現在の町直営管理ではなく、民間事業者の活力を活用した指定管理者を設 

けることにより更なる施設の有効活用に期待ができる。 

 

５ 今後の管理について 

（１）管理方法に対する考え方 

  利用客が増加している現状や指定管理を望む民間事業者がいることを踏ま 

 えて、従来の町直営管理から民間事業者への指定管理に移行していきたい。 

  SNS等のメディアの投稿も増えてきており、本施設への注目度が高いことか 

ら、次年度から指定管理者制度の導入を検討していきたい。 

 

（２）指定管理料に対する考え方 

  発展的な指定管理者制度の導入を考えていることから、町が直営管理して 

いるとき以上の経常経費を指定管理料として負担する想定はしていない。 

 そのため、条例で設定している使用料等は受託者の意向に沿って改正して 

いくことを考えている。 

  

（３）今後のスケジュール案 

公募による管理者募集を実施する。 

  ア 選考委員会による候補者選考 

  イ 指定管理者の指定（１２月定例会） 

ウ 管理協定締結 

  エ 厚真町野営場設置条例の改正（３月定例会） 

  オ 令和５年４月１日より指定管理 
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【参考情報】 ランニングコストに係る収支状況 

 

【歳入】 単位/千円   

科目 H30 H31 R2 R3 

大沼野営場使用料 196 522 1,717 1,699 

 

【歳出】単位/千円   ※千円単位は切り上げしている。 

科目 H30 H31 R2 R3 

人件費 429 524 928 1,351 

修繕料 775 448 1,069 423 

消耗品費 40 19 154 194 

光熱水費 31 43 34 92 

火災保険料 39 39 35 35 

し尿汲取り手数料 27 156 167 139 

水質検査手数料 11 11 11 22 

消防点検委託料 12 13 13 12 

電気保安業務委託料 63 63 64 64 

草刈業務委託料 225 235 0 0 

給水調整委託料 20 0 0 20 

ごみ処理委託料 0 0 0 15 

枝木伐採委託料 125 141 127 374 

簡易トイレリース料 0 0 61 275 

支出合計 1,925 1,692 2,663 3,016 

 

【収支】 単位/千円   

科目 H30 H31 R2 R3 平均 

収支 △1,729 △1,170 △946 △1,317 △1,032 
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周辺位置図 

車輌乗り入れ可能エリア 

森林エリア 


